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許 雨 の 年 月 F3 . 令 布 7 年  6 H 1 I FI

許 可 の 存 効 年 月 日 令 租 1 2 年  6 月 1 0 日

1 . 事 業 の 範 囲

事 業 の 区 分

収 集 運 搬 ( 積 替 え • 保 管 は 含 ま な い . )

産 業 廃 棄 物 の 種 類

汚 泥 、 廃 プ ラ ス ヂ ッ ク 類 、 紙 ¢ ず , 木 く ず 、 繊 維 く ず , ゴ ム く ず " 金 属 く ず 、 ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト

く ず ( 1:作 物 の 新 築 、 改 築 又 は 除 去 に 伴 っ て 生 じ た も の を 除 く 。 ) • 陶 磁 器 く ず 及 び が れ き 類 ( これ ら の

う ち 廃 プ リ ン ト配 線 板 ( 廃 ブ ラ ス ヂ ッ ク 類 に 限 る = ) ゝ 鉛 製 の 管 又 は 板 、 廃 石 膏 ボ ー ド、 廃 容 器 包 装 及 び
石 綿 含 有 産 業 廃 棄 物 を 含 み , 廃 プ ラ ウ ン 管 , 鉛 蓄 電 池 の 電 極 、 自 動 車 等 破 砕 物 、 水 銀 使 用 製 品 産 業 廃 棄
物 , 水 銀 含 有 ば い じ 治 等 、 判 定 基 準 に 適 合 しな い も の 及 び 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 で あ る も の を 除 く B ) 以 下

余 白 :

2 . 積 簪 え 又 は 保 管 を 行 う す べ て の 場 所 の 所 在 地 及 び 面 積 並 び に 当 該 場 所 ご と の 積 恭 え 又 は 保 管 を 行 う 産 業

廃 棄 物 の 種 類 、 積 替 え の た め の 保 管 上 限 及 び 積 丑 上 げ る こ と が で き る 高 さ

3 . 許 可・の 条 件

4  . 許 可 :め 更 新 又 " 変 更 の 状 況

令 和 7年 5 月 1M日 更 新 許 可

5 . 積 替 え 許 可 の 有 無 無

市 壽 一 詩 M番 抒 ̶

6 f 規 則 第 9 条 の 2 第 8 項 の 規 定 に よ る 許 可 証 の 提 出 の 有 無 有

備 考 ,:. 市 長 が 交 付 す る 許 可 証 に 強 い て は , 積 替 え 許 可 の 有 無 の 記 載 は 不 要 と す る ご 匕 :


